
総
理
府

○

外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
年

令
第
三
十
七
号
）

大
蔵
省

改

正

案

現

行

（
純
財
産
額
の
計
算
及
び
資
産
等
の
評
価
）

（
純
財
産
額
の
計
算
及
び
資
産
等
の
評
価
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

（
削
る
）

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
券
取
引
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
特
定

取
引
勘
定
と
同
種
類
の
勘
定
（
以
下
「
特
定
取
引
勘
定
」
と
い
う
。
）
を
設
け

る
外
国
証
券
会
社
（
次
条
、
第
三
十
条
及
び
第
三
十
二
条
に
お
い
て
「
特
定
取

引
勘
定
設
置
外
国
証
券
会
社
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
特
定
取
引
勘
定
に

属
す
る
も
の
と
し
て
経
理
さ
れ
た
取
引
及
び
財
産
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
証
券

会
社
府
令
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
令
第
四
十
二
条
中
「
法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
時
価
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（

昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第

二
項
に
規
定
す
る
資
産
及
び
負
債
の
評
価
」
と
、
「
営
業
年
度
終
了
の
日
」
と

あ
る
の
は
「
計
算
を
行
う
日
」
と
、
「
価
額
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
価
額
に

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
令
第
四
十
四
条
中
「
法
第
五
十
三
条
第
三

項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
利
益
相
当
額
又
は
損
失
相
当
額
」
と
あ
る

の
は
「
令
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
産
及
び
負
債
の
評
価
」
と
、
「
額
と

す
る
」
と
あ
る
の
は
「
額
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
「
第
四
十
二
条

」
と
あ
る
の
は
「
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
五
条
第
三
項
に
お

－１－



い
て
準
用
す
る
証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
四
十
二
条
」
と
、
「
営
業
年

度
終
了
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
計
算
を
行
う
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。（
特
定
取
引
）

第
十
六
条

削
除

第
十
六
条

外
国
証
券
会
社
が
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
業
務
の
方
法
と
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
定
取
引
勘
定
に
経
理
す
る
取
引
又
は
財
産
の
種
類
及
び
こ
れ
ら
に
係
る

時
価
又
は
損
益
相
当
額
の
算
定
方
法

二

時
価
又
は
損
益
相
当
額
の
算
定
方
法
の
検
証
体
制
及
び
特
定
取
引
勘
定
と

そ
の
他
の
勘
定
の
経
理
区
分
に
係
る
管
理
体
制

２

特
定
取
引
勘
定
設
置
外
国
証
券
会
社
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら

な
い
。

一

特
定
取
引
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理
さ
れ
た
取
引
又
は
財
産
を
特

定
取
引
勘
定
以
外
の
勘
定
に
振
り
替
え
る
こ
と
。

二

特
定
取
引
勘
定
以
外
の
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理
さ
れ
た
取
引
又

は
財
産
を
特
定
取
引
勘
定
に
振
り
替
え
る
こ
と
。

３

特
定
取
引
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理
す
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一

証
券
取
引
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
掲
げ
る
取
引

二

証
券
会
社
府
令
第
三
十
七
条
各
号
（
第
十
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
取

引
三

法
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
取
引
法
第
三
十
四
条
第
二

－２－



項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
受
け
た
業

務
に
係
る
取
引
（
前
号
に
掲
げ
る
取
引
を
除
く
。
）

４

特
定
取
引
勘
定
設
置
外
国
証
券
会
社
は
、
特
定
取
引
勘
定
に
属
す
る
も
の
と

し
て
経
理
さ
れ
た
有
価
証
券
そ
の
他
次
の
各
号
に
掲
げ
る
財
産
に
つ
い
て
、
時

価
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

譲
渡
性
預
金
（
証
券
会
社
府
令
第
二
十
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
譲
渡
性

預
金
を
い
う
。
）
の
預
金
証
書
（
証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令

第
三
百
二
十
一
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二

円
建
銀
行
引
受
手
形
（
証
券
会
社
府
令
第
二
十
五
条
第
三
号
に
規
定
す
る

円
建
銀
行
引
受
手
形
を
い
う
。
）

三

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
の
対
象
と
な
る
財
産

５

前
項
に
規
定
す
る
時
価
は
、
事
業
年
度
終
了
の
日
の
公
表
さ
れ
て
い
る
最
終

価
格
に
基
づ
き
算
出
し
た
価
額
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
合
理
的
な
方

法
に
よ
り
算
出
し
た
価
額
と
す
る
。

６

特
定
取
引
勘
定
設
置
外
国
証
券
会
社
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
取
引
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
取
引
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
証
券
会
社
府
令
第
四

十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
取
引
で
事
業
年
度
終
了
の
時
に
お
い
て
決
済
さ
れ
て
い

な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
特
定
取
引
を
当
該
事
業
年
度
終
了
の
時
に
お

い
て
決
済
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
事
業
年
度
の
損
益
の
計
算
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
の
適
当
性
）

（
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
の
適
当
性
）

第
二
十
条

証
券
会
社
府
令
第
十
条
の
規
定
は
、
法
第
九
条
第
六
号
及
び
法
第
十

第
二
十
条

証
券
会
社
府
令
第
十
条
の
規
定
は
、
法
第
九
条
第
七
号
及
び
法
第
十

－３－



二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
つ
い

二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

て
準
用
す
る
。

（
変
更
認
可
の
申
請
）

（
変
更
認
可
の
申
請
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

２

証
券
会
社
府
令
第
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

２

証
券
会
社
府
令
第
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

変
更
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

変
更
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
令
第
十
三
条
中
「
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
号
及
び
第
五
号
」
と
あ
る

て
、
同
令
第
十
三
条
中
「
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
号
及
び
第
六
号
」
と
あ
る

の
は
、
「
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
二
号
及
び
第
六
号
」
と
読

の
は
、
「
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
二
号
及
び
第
七
号
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
記
載
事
項
）

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
記
載
事
項
）

第
三
十
二
条

令
第
十
五
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

第
三
十
二
条

令
第
十
五
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

二

（
略
）

一

二

（
略
）

三

支
店
の
直
近
の
二
営
業
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
事
項
と
し

三

支
店
の
直
近
の
二
営
業
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
事
項
と
し

て
次
に
掲
げ
る
も
の

て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

各
営
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項

ロ

各
営
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（
略
）

（
略
）

保
有
す
る
有
価
証
券
の
取
得
価
額
、
時
価
及
び
評
価
損
益

保
有
す
る
有
価
証
券
（
特
定
取
引
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理

さ
れ
た
有
価
証
券
を
除
く
。
）
の
取
得
価
額
、
時
価
及
び
評
価
損
益

有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
外
国

有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
外
国

－４－



市
場
証
券
先
物
取
引
及
び
証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
の
二
に

市
場
証
券
先
物
取
引
及
び
証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
の
二
に

規
定
す
る
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
契
約
価
額
、
時
価
及

規
定
す
る
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
こ
れ
ら
の
取
引
の
う

び
評
価
損
益

ち
特
定
取
引
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理
さ
れ
た
取
引
を
除
く
。

）
の
契
約
価
額
、
時
価
及
び
評
価
損
益

四

（
略
）

四

（
略
）

－５－


